
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

海難事故死ゼロ事業は、当センター発足 10 周年記念事業とし 
て開始し、死亡行方不明事故の発生していない漁協（支所）に対 
し、1,000 日毎に表彰を行っております。 現在、事業開始より 
死亡行方不明のない漁協（支所）は、下記の３漁協支所となりま 
す。 次いで 12,000 日を超える記録等の漁協（支所）が数多く 
あり、⻑年に渡り海難事故防止に尽力されております。 
 
 
 
 
 

  
違反者は最大６か月の免許停止になります！ 

乗船者にライフジャケットを着用させなかった 
船⻑（⼩型船舶操縦者）には、遵守事項違反（船 
舶職員及び⼩型船舶操縦者法）として違反点数 
２点が付され、再教育講習を受講しなければなり 
ません。 
（注） 違反点数が累積して行政処分基準に達す 

ると、最大で６か月の免許停止になります。 
     なお、再教育講習を受講した方については累 

積点数から２点が減じられます。 
 
詳細は、国土交通省ホームページでご確認ください。 
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令和 3 年の北海道周辺海域における国内漁船の死亡・行方不明 
者は 15 名で令和２年より 3 名増加しており、この 15 名の内 7 名 
が病気によるものでした。 ここ数年漁船乗組員の操業中の病気 
による死亡者が増加していることから、定期健康診断の受診など 
日頃から健康管理に心がけましょう。 

  また、ライフジャケットにつきましては未着用者がいた場合、 
船⻑に対し違反点数が付与されますが、法的にではなく、自分の 
ため、家族と仲間のためにも、正しい着用で常時着用を徹底して 
頂きたいと思います。 
 本年度も当センターでは、一人でも一隻でも多く海難事故を防 
ぐため「漁船海難防止強調運動」を実施致しております。 

 
 

 

 

 

安心して働ける環境、それは安全があるからです。 
特に海上での緊急時は、救助までの時間を陸上より多く要するため、普段

からの安全対策と万が一への備えが必要です。 
帰りを待つ家族に安心してもらうこと、それは自分自身の安全確保です。  

 
 
 

誰もが一度でも危険な目に合うとそれ以後気をつけます。 
滑って転んだ場合、気をつけるのも勿論いいのですが、この場合滑らない対策として、凹凸のあるゴ

ムマットなどを敷くのが『一歩踏み込んだ』対策の一つと考えます。 
また、特に漁船は狭い為よく物にぶつかり怪我をするケースが多く、そういった場所に「目立つ塗

装」をしてみると目につきやすい為ぶつかりにくくなると考えます。 
自分達が今までに体験したことや、危険だと思うことに対して考えてみてください。 
自分たちに合った対策方法など、少しの工夫で色々な安全対策ができるはずです。 

 


